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○
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
並
び
に
地

域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提

教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提

供
体
制
の
整
備
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
並
び
に

供
体
制
の
整
備
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
及
び
地

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立

域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る

支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指

た
め
の
基
本
的
な
指
針

針
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
社
会
対
策

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
社
会
対
策

基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
等
に
基
づ
き

基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
等
に
基
づ
き
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、
総
合
的
な
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

、
総
合
的
な
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

平
成
二
十
四
年
八
月
に
、
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教
育
・

平
成
二
十
四
年
八
月
に
、
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教
育
・

保
育
の
総
合
的
な
提
供
、
保
育
の
量
的
拡
大
及
び
確
保
並
び

保
育
の
総
合
的
な
提
供
、
保
育
の
量
的
拡
大
及
び
確
保
並
び

に
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
等
を
図
る

に
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
等
を
図
る

た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
制
定
の
ほ
か
、
就

六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
制
定
の
ほ
か
、
就

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
及
び
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
及
び
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
改
正
を
含
め
た
子
ど
も
・
子

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
改
正
を
含
め
た
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
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律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
が
制
定
さ
れ
、
子

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
が
制
定
さ
れ
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
の
新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
ま
た

ど
も
・
子
育
て
支
援
の
新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

、
平
成
二
十
八
年
四
月
に
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
二
号
）

が
施
行
さ
れ
、
新
た
に
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
が
創

設
さ
れ
た
。

法
に
お
い
て
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

法
に
お
い
て
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
及
び
地
域
子
ど
も

じ
。
）
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
及
び
地
域
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
事
業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
こ
と
と

・
子
育
て
支
援
事
業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
こ
と
と

し
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
当
該
給
付
及
び
当
該
事
業
が
適

し
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
当
該
給
付
及
び
当
該
事
業
が
適

正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
各
般
の
措
置
を
講
じ

正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
各
般
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
に
係
る
教
育
・
保
育

特
に
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
に
係
る
教
育
・
保
育
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（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
を
い
う
。

（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提

以
下
同
じ
。
）
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提

供
体
制
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
市
町
村
は
市
町
村
子
ど
も

供
体
制
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
市
町
村
は
市
町
村
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を
い
う
。
以

す
る
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
、
都
道
府
県
は
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て

下
同
じ
。
）
を
、
都
道
府
県
は
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
支
援
計
画
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

支
援
事
業
支
援
計
画
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
を
い
う
。

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
基
本
指
針
は
、
こ
の
新
た
な
制
度
の
下
、
法
第
六
十

こ
の
基
本
指
針
は
、
こ
の
新
た
な
制
度
の
下
、
法
第
六
十

条
に
基
づ
き
、
教
育
・
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
並
び
に
地

条
に
基
づ
き
、
教
育
・
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
及
び
地
域

域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立
支

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項
並
び
に
子
ど
も
・
子

並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
市
町
村
子
ど
も
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育
て
支
援
事
業
計
画
（
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
及
び
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て

計
画
及
び
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画

支
援
事
業
支
援
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
載
事
項

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
載
事
項
等
を
定
め
、
も
っ
て

等
を
定
め
、
も
っ
て
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育

教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
提
供

て
支
援
事
業
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
そ
の
他
法
に
基
づ
く

す
る
体
制
の
整
備
そ
の
他
法
に
基
づ
く
業
務
の
円
滑
な
実
施

業
務
の
円
滑
な
実
施
が
計
画
的
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

が
計
画
的
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る

と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
。

第
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
意
義
に
関
す
る
事
項

第
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
意
義
に
関
す
る
事
項

（
略
）

（
略
）

第
二

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
並
び
に
地
域

第
二

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
及
び
地
域
子

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立

ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事

支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

項
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一

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
並
び
に
地
域

一

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
及
び
地
域
子

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
及
び
仕
事
・
子
育
て
両
立

ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
考

支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方

え
方

法
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

法
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
認
定

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
認
定

こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支

こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
に
基
づ
き
実
施

す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
に
基
づ
き
実
施
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す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
制
度
（
仕
事
・
子

す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
制
度
（
以
下
「
子

育
て
両
立
支
援
事
業
を
除
く
。
以
下
「
子
ど
も
・
子
育

ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
の

て
支
援
制
度
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
の
子
ど
も
・
子

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
意
義
に
関
す
る
事
項
を
踏
ま

育
て
支
援
の
意
義
に
関
す
る
事
項
を
踏
ま
え
、
市
町
村

え
、
市
町
村
が
制
度
を
実
施
し
、
都
道
府
県
及
び
国
が

が
制
度
を
実
施
し
、
都
道
府
県
及
び
国
が
重
層
的
に
支

重
層
的
に
支
え
る
仕
組
み
で
あ
る
。

え
る
仕
組
み
で
あ
る
。

市
町
村
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
の
実
施
主

市
町
村
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
の
実
施
主

体
と
し
て
、
全
て
の
子
ど
も
に
良
質
な
成
育
環
境
を
保

体
と
し
て
、
全
て
の
子
ど
も
に
良
質
な
成
育
環
境
を
保

障
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
や
子
ど
も
の
状
況
に

障
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
や
子
ど
も
の
状
況
に

応
じ
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
を
保
障
す
る
と
と

応
じ
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
を
保
障
す
る
と
と

も
に
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
実
施
し
、

も
に
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
実
施
し
、

妊
娠
・
出
産
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い
支
援
を
行
う
。

妊
娠
・
出
産
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い
支
援
を
行
う
。

具
体
的
に
は
、
市
町
村
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等
と

具
体
的
に
は
、
市
町
村
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等
と
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連
携
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
質
の
高
い
教
育
・
保

連
携
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
質
の
高
い
教
育
・
保

育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
が
適
切
に
提

育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
が
適
切
に
提

供
さ
れ
る
よ
う
、
計
画
的
に
提
供
体
制
を
確
保
す
る
と

供
さ
れ
る
よ
う
、
計
画
的
に
提
供
体
制
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
利
用
を
支
援
す
る
。
そ
の
際
、
子
育
て

と
も
に
、
そ
の
利
用
を
支
援
す
る
。
そ
の
際
、
子
育
て

に
孤
立
感
や
負
担
感
を
感
じ
て
い
る
保
護
者
が
多
い
こ

に
孤
立
感
や
負
担
感
を
感
じ
て
い
る
保
護
者
が
多
い
こ

と
等
を
踏
ま
え
、
全
て
の
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
に
、

と
等
を
踏
ま
え
、
全
て
の
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
や
家
庭
の
状
況
に
応
じ
、
子
育
て

そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
や
家
庭
の
状
況
に
応
じ
、
子
育
て

の
安
心
感
や
充
実
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
親
子
同
士
の

の
安
心
感
や
充
実
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
親
子
同
士
の

交
流
の
場
づ
く
り
、
子
育
て
相
談
や
情
報
提
供
な
ど
の

交
流
の
場
づ
く
り
、
子
育
て
相
談
や
情
報
提
供
な
ど
の

支
援
を
行
う
。

支
援
を
行
う
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に

こ
の
た
め
、
市
町
村
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に

係
る
現
在
の
利
用
状
況
及
び
潜
在
的
な
利
用
希
望
を
含

係
る
現
在
の
利
用
状
況
及
び
潜
在
的
な
利
用
希
望
を
含

め
た
利
用
希
望
を
把
握
し
た
上
で
、
管
内
に
お
け
る
教

め
た
利
用
希
望
を
把
握
し
た
上
で
、
管
内
に
お
け
る
教
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育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量

育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量

の
見
込
み
並
び
に
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の

の
見
込
み
並
び
に
提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
及
び
そ
の

実
施
時
期
等
を
盛
り
込
ん
だ
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て

実
施
時
期
等
を
盛
り
込
ん
だ
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
を
も
と
に
、
質

支
援
事
業
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
を
も
と
に
、
質

の
高
い
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

の
高
い
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。

事
業
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。

都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
上
記
の
役
割
を
果
た
す
た

都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
上
記
の
役
割
を
果
た
す
た

め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
子
ど
も
・
子
育

め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
の
う
ち
、
特
に
専
門
性
の
高
い
施
策
及
び
各
市

て
支
援
の
う
ち
、
特
に
専
門
性
の
高
い
施
策
及
び
各
市

町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な
施
策

町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
。

を
講
ず
る
。

ま
た
、
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を

ま
た
、
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を

踏
ま
え
て
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援

踏
ま
え
て
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
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計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
を
も
と
に
、
質
の
高
い
教

計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
を
も
と
に
、
質
の
高
い
教

育
・
保
育
が
適
切
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
計
画
的
に
提

育
・
保
育
が
適
切
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
計
画
的
に
提

供
体
制
を
確
保
す
る
ほ
か
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た

供
体
制
を
確
保
す
る
ほ
か
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た

広
域
的
な
調
整
、
幼
稚
園
教
諭
及
び
保
育
士
等
の
人
材

広
域
的
な
調
整
、
幼
稚
園
教
諭
及
び
保
育
士
等
の
人
材

の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
に
係
る
方
策
並
び
に
保
護
を

の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
に
係
る
方
策
並
び
に
保
護
を

要
す
る
子
ど
も
の
養
育
環
境
の
整
備
等
の
専
門
的
な
知

要
す
る
子
ど
も
の
養
育
環
境
の
整
備
等
の
専
門
的
な
知

識
及
び
技
術
を
要
す
る
支
援
等
を
行
う
。

識
及
び
技
術
を
要
す
る
支
援
等
を
行
う
。

国
は
、
市
町
村
が
行
う
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付

国
は
、
市
町
村
が
行
う
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付

及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
等
が
適
正
か
つ

及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
等
が
適
正
か
つ

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
と
相

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
と
相

互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
な
支
援
を
行
う
。

互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
な
支
援
を
行
う
。

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
は
質
の
高
い
教

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
は
質
の
高
い
教

育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提

育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
提



- 11 -

供
を
通
じ
て
全
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
よ

供
を
通
じ
て
全
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
よ

う
に
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
、
都
道
府
県
及

う
に
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
、
都
道
府
県
及

び
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
て
、
教
育
・
保
育

び
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
て
、
教
育
・
保
育

及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
質
の
確
保
及

及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
質
の
確
保
及

び
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

び
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
及
び
保
育
所
と
小
学
校
等
と

認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
及
び
保
育
所
と
小
学
校
等
と

の
連
携
の
た
め
の
取
組
の
促
進
、
幼
稚
園
教
諭
、
保
育

の
連
携
の
た
め
の
取
組
の
促
進
、
幼
稚
園
教
諭
、
保
育

士
等
に
対
す
る
研
修
の
充
実
等
に
よ
る
資
質
の
向
上
、

士
等
に
対
す
る
研
修
の
充
実
等
に
よ
る
資
質
の
向
上
、

処
遇
改
善
を
始
め
と
す
る
労
働
環
境
へ
の
配
慮
並
び
に

処
遇
改
善
を
始
め
と
す
る
労
働
環
境
へ
の
配
慮
並
び
に

教
育
・
保
育
施
設
（
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
教

教
育
・
保
育
施
設
（
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
教

育
・
保
育
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
地
域
型

育
・
保
育
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
地
域
型

保
育
事
業
（
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
域
型
保

保
育
事
業
（
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
域
型
保

育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
対
す
る

育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
対
す
る
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適
切
な
指
導
監
督
、
評
価
等
の
実
施
を
通
じ
て
、
質
の

適
切
な
指
導
監
督
、
評
価
等
の
実
施
を
通
じ
て
、
質
の

高
い
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

高
い
教
育
・
保
育
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
の
提
供
を
図
り
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
こ
れ

業
の
提
供
を
図
り
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
こ
れ

ら
の
事
項
に
つ
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計

ら
の
事
項
に
つ
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計

画
に
記
載
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
市
町
村
は
、
障
害
児
、

画
に
記
載
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
市
町
村
は
、
障
害
児
、

社
会
的
養
護
が
必
要
な
子
ど
も
、
貧
困
状
態
に
あ
る
子

社
会
的
養
護
が
必
要
な
子
ど
も
、
貧
困
状
態
に
あ
る
子

ど
も
、
夜
間
の
保
育
が
必
要
な
子
ど
も
等
特
別
な
支
援

ど
も
、
夜
間
の
保
育
が
必
要
な
子
ど
も
等
特
別
な
支
援

が
必
要
な
子
ど
も
が
円
滑
に
教
育
・
保
育
等
を
利
用
で

が
必
要
な
子
ど
も
が
円
滑
に
教
育
・
保
育
等
を
利
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
行
う
と
と
も

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
行
う
と
と
も

に
、
市
町
村
、
都
道
府
県
及
び
国
は
、
必
要
な
支
援
を

に
、
市
町
村
、
都
道
府
県
及
び
国
は
、
必
要
な
支
援
を

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

教
育
・
保
育
施
設
は
、
教
育
・
保
育
の
質
の
確
保
及

教
育
・
保
育
施
設
は
、
教
育
・
保
育
の
質
の
確
保
及

び
向
上
を
図
る
た
め
、
自
己
評
価
、
関
係
者
評
価
、
第

び
向
上
を
図
る
た
め
、
自
己
評
価
、
関
係
者
評
価
、
第
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三
者
評
価
等
を
通
じ
て
運
営
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め

三
者
評
価
等
を
通
じ
て
運
営
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
市
町
村
、
都
道
府
県
及
び
国
は
こ
の
た
め
に

ら
れ
る
。
市
町
村
、
都
道
府
県
及
び
国
は
こ
の
た
め
に

必
要
な
支
援
を
行
う
。

必
要
な
支
援
を
行
う
。

国
は
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
に
つ
い
て
、

（
加
え
る
）

二
に
掲
げ
る
子
ど
も
の
育
ち
に
関
す
る
理
念
及
び
三
に

掲
げ
る
子
育
て
に
関
す
る
理
念
と
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
の
意
義
を
踏
ま
え
、
保
育
の
質
を
確
保
し
つ
つ
、
多

様
な
働
き
方
に
対
応
し
た
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
な

ど
事
業
の
特
色
を
踏
ま
え
、
事
業
を
実
施
す
る
。
事
業

の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
保
護
者
及
び
子
ど
も
の
利
便

性
に
配
慮
す
る
。

保
育
の
質
を
確
保
す
る
た
め
、
小
規
模
保
育
事
業
や

事
業
所
内
保
育
事
業
の
職
員
配
置
及
び
設
備
等
の
認
可
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基
準
を
踏
ま
え
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
に
係

る
事
業
所
内
保
育
業
務
を
行
う
施
設
（
以
下
「
事
業
所

内
保
育
施
設
」
と
い
う
。
）
の
助
成
等
の
対
象
を
定
め

る
な
ど
の
対
応
を
行
う
。
ま
た
、
保
育
の
質
が
維
持
さ

れ
る
よ
う
、
助
成
等
を
行
っ
た
事
業
所
内
保
育
業
務
施

設
等
に
対
す
る
助
成
要
件
の
確
認
に
係
る
指
導
・
監
査

、
助
成
決
定
の
取
消
等
の
仕
組
み
を
設
け
る
。

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
連

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
当
た
っ
て
の
関
係
者
の
連

携
及
び
協
働

携
及
び
協
働

（
略
）

（
略
）

１

市
町
村
内
及
び
都
道
府
県
内
の
関
係
部
局
間
の
連

１

市
町
村
内
及
び
都
道
府
県
内
の
関
係
部
局
間
の
連

携
及
び
協
働

携
及
び
協
働

（
略
）

（
略
）
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２

市
町
村
相
互
間
の
連
携
及
び
協
働
並
び
に
市
町
村

２

市
町
村
相
互
間
の
連
携
及
び
協
働
並
び
に
市
町
村

と
都
道
府
県
と
の
連
携
及
び
協
働

と
都
道
府
県
と
の
連
携
及
び
協
働

（
略
）

（
略
）

３

教
育
・
保
育
の
提
供
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て

３

教
育
・
保
育
の
提
供
及
び
地
域
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
関
係
者
の
連
携
及
び
協
働

支
援
事
業
の
実
施
に
係
る
関
係
者
の
連
携
及
び
協
働

（
略
）

（
略
）

４

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
及
び
協
働

４

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
及
び
協
働

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
相
互
に
連
携
を
図
り

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
相
互
に
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
及
び
地
域
子

な
が
ら
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
及
び
地
域
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ

ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、

れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
恒
常
的
に
意
見
交
換
を
行

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
恒
常
的
に
意
見
交
換
を
行

い
、
連
携
及
び
協
働
を
図
り
な
が
ら
地
域
の
実
情
に

い
、
連
携
及
び
協
働
を
図
り
な
が
ら
地
域
の
実
情
に
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応
じ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が

応
じ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

必
要
で
あ
る
。

国
は
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
円
滑
な

（
加
え
る
）

実
施
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
事
業
の
内

容
や
実
施
状
況
等
の
情
報
提
供
な
ど
を
行
う
体
制
を

整
備
す
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
地
域
枠
の
設
定
状
況

な
ど
の
情
報
が
地
方
公
共
団
体
に
共
有
さ
れ
、
保
育

所
等
へ
の
入
所
を
希
望
す
る
保
護
者
へ
の
案
内
に
つ

な
が
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お

け
る
待
機
児
童
の
解
消
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
、
事
業
所
内
保
育
施
設
が
活
用
さ
れ

る
よ
う
必
要
な
対
応
を
行
う
。

５

教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
け
る
事
故
防
止

（
加
え
る
）
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教
育
・
保
育
施
設
や
認
可
外
保
育
施
設
等
に
お
い

て
は
、
子
ど
も
が
安
全
・
安
心
で
健
や
か
に
育
つ
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
子
ど
も
の
死
亡
事
故
な
ど
の
重

大
事
故
は
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
毎
年
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
教
育
・
保

育
施
設
等
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
事
故
防
止
、
事

故
発
生
時
の
対
応
、
再
発
防
止
に
係
る
取
組
を
進
め

る
と
と
も
に
、
国
に
お
い
て
も
重
大
事
故
の
発
生
や

再
発
防
止
の
取
組
を
進
め
て
い
く
。




